
財政援助団体等監査結果報告書 

 

１ 監査の対象   団 体 公益社団法人 小松市シルバー人材センター 

所管課 予防先進部 長寿介護課 

２ 選定理由 

  公益社団法人小松市シルバー人材センターは、前回の監査実施から一定の期間

を経ていることから監査対象とした。なお、前回は平成 29年度に実施している。 

３ 監査の種別   財政援助団体等監査 

４ 監査実施日   令和３年 12月 22日 

５ 監査実施場所  公益社団法人 小松市シルバー人材センター 

６ 監査の範囲   令和２年度補助金にかかる出納並びにその他の事務事業の執行

状況 

７ 監査の執行者  監査委員 小栗 厳、監査委員 表 靖二 

８ 監査の実施手続 

   監査にあたっては、あらかじめ必要と認めた事項を要記した監査資料及び関係帳

票の提示を求め、学識経験者及び監査委員事務局職員がその内容等の閲覧、帳簿突

合、質問及び現地確認等の予備監査を行った。 

   監査当日は、公益社団法人小松市シルバー人材センター関係職員並びに所管課で

ある予防先進部長ほか長寿介護課関係職員同席の下、監査資料に基づき説明を受け

た後、事務の執行状況等を聴取するとともに、質疑応答を交わした。 

   なお、この財政援助団体等監査において、地方自治法第 199 条第８項の規定によ

り学識経験者として、北陸税理士会小松支部所属の税理士を選任し、予備調査を依

頼した。その調査結果及び意見を聴き、これを監査の参考とした。 

９ 監査の着眼点 

監査の主な着眼点は次の通りである。 

（１）補助金等の交付目的及び補助等対象事業の内容は明確か。また、公益上の必要性

は十分か。  

（２）事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。ま

た、補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか。 

（３）出納関係帳票等の整備、記帳は適正になされているか。また、領収書等の証拠書

類の整備、保存は適切か。 

（４）補助金等に係る収支の会計経理は適正か。 

（５）団体の監査役や監事は、独立性が確保され、有効に機能しているか。 

（６）補助金等交付団体に対する所管課の指導監督は適切に行われているか。 



10 監査の結果 

補助金にかかる出納その他の事務の執行は、次のとおり改善を要する事項があっ

たので、適切な措置を講じられたい。事務処理上にわたる注意事項は、監査の過程

において当事者に指導したので本書には省略した。 

（１）改善要望 

＜公益社団法人 小松市シルバー人材センター＞ 

   建設工事の請負契約において、工事内容等で整合性が確認できず分割発注と思

われるなど一連の契約手続きが不適切なものが見受けられた。原資は補助金であ

ることを念頭に置き、適切な契約事務に努められたい。 

 

11 監査の結果に添える意見 

＜公益社団法人 小松市シルバー人材センター＞ 

    近年、少子高齢化社会の進展に伴い、高齢者の雇用機会確保の重要性が高まっ

ている。シルバー人材センターにおいては公の観点に立ち、企業の状況把握に努

めるとともに、会員の知識・技術・経験など個々の能力を十分に見極め、企業と

会員とを上手く繋いでいくことが大切である。今後、派遣・請負事業のほか高齢

者の雇用の創出に更に努め、活力ある地域社会づくりに寄与されることを期待す

る。 

 


